
 

 

入札公告の訂正 

 

 

令和８年２月２６日 

支出負担行為担当官     

 大阪航空局長 塩田 昌弘  

 

 

 

令和８年２月１７日に公告を行った下記の案件についての入札公告を訂正します。 

 

 

 

記 

 

 

案件名 令和８年度 小松空港他３空港救急医療等業務請負 

 

訂正内容 【入札公告：別紙】発注概要を別紙のとおり訂正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



発注概要

警備・救急医療複合業務（小松 美保 岩国 徳島） 

空港名 配置区分 配置人員

警 備 業 務 2  ２４時間※
巡回距
離

約４３．４０km／日

救急医療業務 1

緊急的な複合業務並びに監
督職員からの指示によるも
の

必要な人員数

警 備 業 務 2  ２４時間※
巡回距
離

約４２．７６km／日

救急医療業務 1

緊急的な複合業務並びに監
督職員からの指示によるも
の

必要な人員数

警 備 業 務 2  ２４時間※
巡回距
離

 約２４．００km／日

救急医療業務 1

緊急的な複合業務並びに監
督職員からの指示によるも
の

必要な人員数

警 備 業 務 2  ２４時間※
巡回距
離

約９６．００km／日

救急医療業務 1

緊急的な複合業務並びに監
督職員からの指示によるも
の

必要な人員数

業務提供時間

月～金曜日 ０８：３０～１７：１５（うち１時間は休憩時間として
除く）

 ０７：３０～２２：３０（空港運用時間）※

徳島空港

現場責任者

現場責任者

仕様書による

月～金曜日 ０８：３０～１７：１５（うち１時間は休憩時間として
除く）

仕様書による

月～金曜日 ０８：３０～１７：１５（うち１時間は休憩時間として
除く）

「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」第 14 条
規定による休日は除く。

 ０７：３０～２２：３０（空港運用時間）※

小松空港

1
「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」第 14 条
規定による休日は除く。

美保空港

1
「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」第 14 条
規定による休日は除く。

岩国空港

1

1
「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」第 14 条
規定による休日は除く。

仕様書による

月～金曜日 ０８：３０～１７：１５（うち１時間は休憩時間として
除く）

 ０７：００～２２：００（空港運用時間）※

現場責任者

仕様書による

 ０７：００～２１：３０（空港運用時間）※

※休憩時間（労働基準法第３４条に規定される休憩時間をいう。）を取得する場合には、
代替要員を配置させるなど、業務提供時間を適切に管理すること。

　航空機に係る火災等事故発生時の円滑な現場救護所の設置と医療資機材の適切な運用を目的とする救急医
療業務及び秩序の維持を目的とする警備業務を実施するものである。

現場責任者

訂正後



発注概要

　航空機に係る火災等事故発生時の円滑な現場救護所の設置と医療資機材の適切な運用を目的とする救急
医療業務及び秩序の維持を目的とする警備業務を実施するものである。

訂正前
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